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　健康維持・促進を主眼としたヘルスケアビ
ジネスの必要性が高まってきたことを背景
に、これを政策的に後押しする取り組みが始
まっている。明確な政策目標として掲げられ
たのは2013年６月に閣議決定された「日本
再興戦略」の中であるが、そこで示された「国
民の『健康寿命』の延伸」に向けた取り組み
については2014年度中での具体化が目標と
して提示されたことから、関係する各省庁が
検討を重ねている段階である。
　本稿は、「日本再興戦略」をはじめとした
ヘルスケアビジネスに対する一連の動きにつ
いて、その動向や意図をまとめるとともに、
政策実現による産業界の変化、とくに流通業
界に対する影響について言及したい。

　2013年6月14日に閣議決定された「日本
再興戦略」は、安倍内閣における規制緩和・
産業育成政策を取りまとめたものであるが、
そこでの具体策として提示された「戦略的市
場創造プラン」のテーマとして、国民の「健
康寿命」の延伸＝ヘルスケアビジネスについ
て言及されている1）。ここでは以下の３点に
注目して解説したい。
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［1］戦略展開の時間軸が設定されていること
　「日本再興戦略」では、戦略的市場創造プ
ランを設定するにあたって、中期的な政策展
開がなされる時期を2030年と設定し、諸施
策が実行された後の目指すべき姿を「予防サ
ービスの充実等により、国民の医療・介護需
要の増大をできる限り抑えつつ、より質の高
い医療・介護を提供することにより、『国民
の健康寿命が延伸する社会』」としている。
　この2030年とはどのような時代であろう
か。図１は内閣府による年齢区分別将来人
口の推計であるが2）、2025年以降に団塊世代
（1940年代後半生世代）が75歳以上の後期高
齢者を迎えることにより、2000万人以上が
75歳以上という時代が到来する。この世代
の人数は、その後の団塊ジュニア世代（1970
年代生世代）が高齢化する2040年以降も一
貫して2000万人以上の規模を維持すること
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に注意されたい。すなわち2030年の国民の
健康とりわけ健康寿命の延伸を産業として考
えることは、その後30年以上にわたる日本
社会や健康市場に対応するための準備となり
得ることを意味しているのである。
　また、図２は、2011年時点での年代別一
人当たり医療費をもとに、2015年以降の医
療費を推計したものである3）。実際には医療
技術の向上による費用増を考慮する必要があ
るため、推計値は上ぶれする点に注意された
い。この図からは、たとえ医療レベルが現
状と同等で推移するとしても、75歳以上に
対する医療費は長期間にわたり20兆円以上
で漸増することが予想されることが読み取れ
る。この抑制も大きな社会的課題となろう。
このほか、今後の人口動態により予想される
こととして、単身世帯の増加や、地方の過疎
化に伴う福祉サービスの維持への対応も求め
られよう。

老いることができる社会」である。そこでは
戦略目標として「どこでも簡単にサービスを
受けられる仕組みを作り、自己健康管理を進
める『セルフメディケーション』等を実現す
る」とし、それに向けた７つの主要施策を提
示している。
①健康寿命延伸産業の育成
②�予防・健康管理の推進に関する新たな仕
組みづくり

③食の有する健康増進機能の活用
④医療・介護情報の電子化の促進
⑤医療情報の利活用推進と番号制度導入
⑥�一般用医薬品のインターネット販売（検
討事項）

⑦�ヘルスケアポイント（健康増進の取組・
成果に与える）の付与

　従来の公的保険に裏打ちされた医療・介護
制度の改善にも言及しつつも、「健康寿命延
伸産業」と称する形でヘルスケアビジネスを
主要施策の第一に掲げ、健康維持・疾病予防・
管理の推進を掲げている点が注目される。

［3�］戦略展開に対する市場規模が明示され
ていること

　「日本再興戦略」では、国民の「健康寿命
の延伸」に関わる市場規模を明示している。
それによると同書が示された現在（2013年）
では国内16兆円であるところ、2020年に26
兆円、2030年には37兆円まで拡大するとさ
れている。この数値は医療技術の改善や高齢
者向け住宅等といった広範な領域を含めたも
のであるが、この20年以内に現状から2.3倍
増となる市場が創造されるという予測は、今
後の展開を含めて留意すべき点である。そこ
では当然、ヘルスケアビジネスを日本の新た
な成長戦略の柱に据えたいとの思いもあるだ
ろう。

年齢区分医療費・推計

（年）

図表2

［2］戦略目標および施策が示されていること
　以上のような問題意識を踏まえ、「日本再
興戦略」では医療制度およびヘルスケアビジ
ネス全般に向けての社会像と戦略目標・施策
を提示している。ここでヘルスケアビジネス
が強く寄与できるのは「効果的な予防サービ
スや健康管理の充実により、健やかに生活し、



特集 ● ヘルスケアビジネスの展望

15

　「日本再興戦略」は前述の通り、従来の医�
療・介護制度の改善に留まらない、新たな産
業育成を意図したものである。それだけに、
主要施策の具体化にあたっては、厚生労働省

のみならず、経済産業省、農林水産省、消費者
庁といった各省庁の動向を並列的に確認する
必要がある。これら各省庁の動きをまとめた
ものが図３である4）。おおむね、2014年の夏
をめどに答申等が行われるものと見られる
が、ここでは各省庁の動きのうち、ヘルスケ
アビジネスに関わる点を指摘しておきたい。

ヘルスケアビジネスの推進に
向けた各省庁の動き3

図表3
ヘルスケアビジネスの推進に向けた各省庁の動き（2014年2月時点）

省庁 項目 スケジュール
経済産業省 次世代ヘルスケア産業協議会

　・事業環境WG（事業内容の整理）
　・品質評価WG（品質評価・認証）
　・健康投資WG（企業の健康投資を評価）

2013年12月　設置
2014年6月　中間答申
※前後してモデル事業を開始

農林水産省 医福食農連携
　・事業発表会
　・医福食農連携推進環境整備事業
　・介護食品普及支援　　等
　　（商品開発、介護食品の認知普及促進）

2013年12月　事例報告
2014年　予算化
※介護食・宅配サービスのモデル事業、
　シンポジウム開催等

消費者庁 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
　・食品の新たな機能性表示制度に関する検討
　　（安全担保、科学的根拠、表示方法）

2013年12月　設置
2014年夏　報告書

［1�］経済産業省「次世代ヘルスケア産業協
議会」

　ここではヘルスケアビジネス全体を対象と
した、現状整理、課題点の抽出および対応策
を議論している。協議会には医療・学術関係
者のほか、健康食品、健康機器、健康施設等
からも参画している点は注目される。
　議題としては「新たな健康関連サービス・製
品の市場創出のための事業環境の整備（グレ
ーゾーン解消等）」「健康関連サービス・製品
の品質評価の在り方」「企業、個人等の健康
投資を促進するための方策」等を挙げている。
とくに事業環境の整備に関しては先行的なモ
デル事業の実施を予定しており、そこでは、
どのような形で国民の継続的な健康維持・管
理に対する提案やアドバイス、サービスの提
供、データ化、各事業者間の連携といった課
題に対応していくのかが問われるであろう。

［2］農林水産省「医福食農連携」
　「日本再興戦略」では、「食の有する健康増
進機能の活用」にあたる健康食品として、加
工食品のみならず農林水産物もその対象に含
めるとしている。それを受け、農業の新たな
産業化の契機として医療や福祉と連携する取
り組みが始まっている。
　2014年度予算案5）では上記の動きを受け
る形で「薬用作物国産化のニーズに応えた産
地形成に向けた取組」「介護食品・機能性の
高い食品等の開発・生産・販売に関する取組」
「食習慣・健康の関連性の調査結果を活用し
た取組」「医食農連携に関する産官学協力の
取組」「社会福祉法人等の農業生産を通じた
活動の促進に向けた取組」等の予算化が図ら
れている。また、これに先行する形で、農業
法人と連携して健康機能性食品や介護食とい
った医福食農連携による商品開発事例を蓄積
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する動きが進んでいる。
　上記の動きが健康寿命増進産業としてのヘ
ルスケアビジネスの中に組み込むことができ
れば、農業地域の振興策とヘルスケアサービ
ス提供とが連動する、新たな価値提供の機会
になり得る分野である。

［3�］消費者庁「食品の新たな機能性表示制
度に関する検討会」

　また上掲した「食の有する健康増進機能の
活用」では、企業等の責任において科学的根
拠に基づく機能性の表示についても議論され
る。ここでは、具体的に来年度（2014年度）
中の結論・実施が明示されていることに加え、
検討にあたって米国におけるダイエタリー・
サプリメントの事例を参考にするとした点が
特筆される。特に後者については、海外と同
等の基準を用いることにより、機能表示の国
際標準化にもつながる可能性がある。
　このように機能性表示のルールが変わるこ
とは、商品表示が変わるのみならず、ヘルス
ケアビジネスとの関連づけ如何によっては、
従来の健康関連商品の商品構成や店頭展開の
変化にも影響するだけに、議論の行方に対し
ては十分な注意を払う必要がある。

　ここまで政府によるヘルスケアビジネス育
成に関わる動きを概観してきたが、それによ
って流通にはどのような変化が想定されるで
あろうか。重要なのは、これまでのヘルスケ
アビジネスであれば、個々の企業が消費者に
アプローチして商品やサービスを提案・提供
していたのに対し、これからのヘルスケアビ
ジネスは、政府によって新たに設定されるで
あろう「国民の健康寿命延伸に向けたロール

モデル」という大枠の中で、分担すべき役割
を再定義する必要があるということである。
　このことは政府の動向が注目され、その内
容に左右される余地が大きいことを意味して
いるのではあるが、ここでは健康寿命延伸産
業が社会的にも不可欠な存在になるという前
提に基づき、流通チャネルの変化と商品施策
の変化の方向性を考えたい。

［1］流通チャネルの変化
　上述した諸政策が流通チャネルに与える影
響は、大きく「専門性の強化」と「規制・制
度への対応強化」の二つの側面から考えるこ
とができる。
　最初の「専門性の強化」とは、健康・医療
サービスに対する情報の非対称性に由来す
る。健康や医療に関するサービスは、消費者
にとって自身の状況や、問題があった場合の
適正な解決手段を知ることは困難である。そ
れだけに、ヘルスケアビジネスが進展するこ
とにより、情報の非対称性を解消するための
専門知識を提供する専門家が必要とされるこ
とが予想される。それは従来の医療、介護、
投薬、健康増進といった分野ごとの専門性で
はなく、相手の健康の程度に応じて何が必要
かを示す総合的な提案能力が求められるはず
である。
　これは流通チャネルに対しては、専門スタ
ッフを育成・配置することの重要性を再認識
させるとともに、定型的な提案を可能にする
データベースの構築、さらには医療機関と健
康施設、ドラッグストア、健康食品企業とい
った、従来であれば制度的・機能的に専門分
化していたヘルスケア関連企業の連携を促進
することにつながると考えられる。
　一方で規制・制度の変化に際しては、特に
規制緩和による新規参入の可能性を指摘した
い。健康増進に関するロールモデルが整備さ

諸政策が流通に与える影響4
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れることにより、専門性をさほど必要としな
い定常的な健康維持・増進に対しては専門性
よりも流通機能を通じたサービスアクセスの
利便性が求められることが予想される。コン
ビニエンスストアや流通業者といった、物流
機能に長けた企業が参入するであろう。

［2］商品施策の変化
　商品施策に関しては、ヘルスケア関連商品
の位置づけが国民の健康寿命にどのように資
するのかの観点から役割が再定義されること
が期待される。さらには機能性表示制度が整
備されることにより、健康食品やサプリメン
トの商品構成が、これまでのようなブランド
や流行に依存する形から、機能効能別に整理
再編されることも考えられる。それにより、
ヘルスケアサービスは、より専門的な提案が
必要とされる商品と、科学的な認証を前提と
した定常的な商品とに分かれるであろう。ま
た、ヘルスケアビジネスの育成が持続的なも
のであることを鑑みると、短期的な製品開発
よりも、継続的な利用を前提とした定番的な
サービス・商品の開発が重視されることも予
想される。また、販売チャネル（量販店、専
門店、医療施設等）それぞれが提供する機能
に合わせたパッケージとしての商品開発も求
められることが考えられる。

　本稿では、政府の「日本再興戦略」をはじ
めとする一連の動きをもとに、2030年にお
ける「国民の健康寿命が延伸する社会」に向
けたヘルスケアビジネスへの一連の動きを概
観してきた。具体的な動きは2014年度を待
つ必要があるが、そこで示された主要施策は、
従来のヘルスケア関連企業のビジネスルール

を変える可能性を有している。それだけに政
策面の動向には今後も注視する必要があるだ
ろう。
　合わせて、これらの政策的な動向が消費者
にどのような利益をもたらすのかを考える必
要があるだろう。我が国はこれまで保険制度
に基づく高レベルの医療サービスを受けられ
る環境にあった。それが今日の医療費の増大
につながっていることは承知するとしても、
新たなヘルスケアの枠組みが国民の負担や便
益の低下につながることは避けなければなら
ない。その上でも、ヘルスケアビジネスの発
展を目指すにあたっては、単に政策動向を追
うだけではなく、消費者に対してはそれを利
用することによる利益が説明できる形でなく
てはならない。そのためにもサービス提供業
者にはより高い専門性が求められるだろう。
　これまでも高齢化社会や健康志向といった
観点から様々な商品やサービスが提供されて
きた。今回の動きもその延長線上にあるもの
ではあるが、今回は制度面の見直しが含まれ
ることから、新たなルールに基づくビジネス
チャンスが期待できる変革期となりうる出来
事である。今後の動向に注目したい。

本稿のまとめ・今後の課題点5
〈注〉
1）�以下の議論および引用は、日本経済再生本部（2013）
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5）�農林水産省『平成26年度概算要求「医福食農連携」
関連予算の概要』


